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四日市市と楠町は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の２第

１項及び市町村の合併の特例に関する法律（昭和４０年法律第６号）（以下「合

併特例法」という。）第３条第１項の規定に基づく四日市市・楠町合併協議会に

おいて、合併に関する協議が調ったので以下のとおり協定する。 

 

１ 合併の方式 

    三重郡楠町を廃し、その区域を四日市市に編入する編入合併とする。 

 

２ 合併の期日 

    合併の期日は、平成１７年２月７日とする。 

 

３ 新市の名称 

    新市の名称は、四日市市とする。 

 

４ 新市の事務所の位置 

    新市の事務所の位置は、四日市市役所（四日市市諏訪町１番５号）とする。 

     なお、現在の楠町役場は楠総合支所とする。 

 

５ 財産及び債務の取扱い 

    楠町の財産及び債務は、すべて四日市市に引き継ぐものとする。 

 

６ 議員の定数及び任期の取扱い 

楠町の議会の議員は、合併特例法第７条第１項第２号の規定を適用し、四日 

市市の議会の議員の残任期間、引き続き四日市市の議会の議員として在任する。 

    合併後最初に行われる四日市市の議会の議員の一般選挙における議員の定数 



は、合併特例法第７条第３項の規定を適用せず、３６人とする。 

 

７ 農業委員会委員の定数及び任期の取扱い 

  楠町の農業委員会は、四日市市の農業委員会に統合する。 

  楠町の農業委員会の選挙による委員は、合併特例法第８条第１項第２号の規 

定を適用し、四日市市の農業委員会の委員の残任期間、引き続き在任する。ま 

た、楠町の農業委員会の選任による委員は、合併時に失職する。 

  任期終了後の四日市市の農業委員会の選挙による委員定数を３２人とし、楠 

町は四日市市の第５選挙区に編入し、第５選挙区の選挙による委員定数を２人 

増の７人とする。 

     

８ 一般職の職員の身分の取扱い 

  楠町の一般職の職員は、すべて四日市市の職員として引き継ぐものとする。 

職員の任免、給与その他身分の取扱いについては、四日市市の職員と不均衡 

が生じないよう公正に取り扱うものとする。 

 

９ 地方税の取扱い 

  地方税の取扱いについては、四日市市の制度を適用するものとする。 

ただし、次に掲げるものについては、合併の行われた日の属する年度及びこ 

れに続く５年度は不均一課税を実施する。 

(1) 法人市民税法人税割の税率 

(2) 都市計画税 

 

 

 



１０ 地域審議会の取扱い 

楠町の区域に合併特例法第５条の４第１項の規定に基づく地域審議会を設置 

するものとする。 

なお、設置については、「地域審議会の設置に関する協議」のとおりとする。 

地域審議会の設置に関する協議 

 

（設置） 

第１条 市町村の合併の特例に関する法律（昭和４０年法律第６号）第５条の４第１項

の規定に基づき、合併前の三重郡楠町の区域（以下「当該区域」という。）に地域審

議会（以下「審議会」という。）を置く。 

 

（設置期間） 

第２条 審議会の設置期間は、合併の日から平成２７年３月３１日までとする。 

２ 前項の設置期間は、新市建設計画の執行状況等を鑑み、前項の規定に基づく設置期

間の範囲内で見直すことができる。 

 

（所掌事務） 

第３条 審議会は、当該区域に係る次に掲げる事項について、市長の諮問に応じて審議

し、答申するものとする。 

(1) 新市建設計画の変更に関する事項 

(2) 新市建設計画の執行状況に関する事項 

(3) その他市長が必要と認める事項 

２ 前項に定めるもののほか、審議会は、必要と認める事項について審議し、市長に対

し意見を述べることができる。 

 



（組織） 

第４条 審議会は、委員１０人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げるもののうちから、市長が委嘱する。 

(1) 公共的団体等を代表する者 

(2) 事業者を代表する者 

(3) 公募による者 

(4) 学識経験を有する者 

３ 前項第１号から第３号までに掲げる者については、当該区域に住所を有する者又は

当該区域内に存する事業所等に勤務する者でなければならない。 

４ 第２項第３号に掲げる者から選任する委員は、２名以内とする。 

 

（任期） 

第５条 委員の任期は２年とする。ただし委員が欠けた場合における補欠の委員の任期

は、前任者の残任期間とする。 

２ 委員の再任は妨げないものとする。 

 

（会長及び副会長） 

第６条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。 

２ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職

務を代理する。 

 

（会議） 

第７条 審議会の会議は、会長が招集する。ただし、会長及び副会長を定める前の会議

は、市長が招集する。 



２ 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 会長は、会議の議長となる。 

４ 議長は、委員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。 

５ 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところ

による。 

６ 会議は、公開で行うものとする。ただし、議長が必要と認める場合は、会議に諮っ

たうえで公開しないことができる。 

 

（報酬及び費用弁償） 

第８条 審議会の委員の報酬及び費用弁償については、四日市市委員会の委員等の報酬

及び費用弁償に関する条例（昭和３１年四日市市条例第２３号）の定めるところによ

る。 

 

（庶務） 

第９条 審議会の庶務は、楠総合支所において処理する。 

 

（補則） 

第１０条 この協議に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が会

議に諮り定める。 

 

附 則 

１ この協議は、合併の日から施行する。 

２ この協議の施行後最初に委嘱する委員の任期については、第５条第１項本文の規定

にかかわらず、平成１９年３月３１日までとする。 

 



１１ 新市建設計画 

   新市建設計画については、別添「四日市市・楠町新市建設計画」のとおりと 

する。           

  

１２ 特別職の身分の取扱い 

   楠町の常勤の特別職の身分の取扱いについては、法の定めるところによる。 

 

１３ 条例・規則等の取扱い 

   四日市市の条例・規則等を適用する。 

   ただし、各種事務事業等の調整方針に基づき、合併時に所要の改正等を行う 

ものとする。 

 

１４ 組織機構の取扱い 

(1) 組織機構については、住民サービスの低下を招かないよう十分配慮しつつ、 

次の方針に基づき整備するものとする。 

① 住民に分かりやすく、利用しやすいもの 

② 行政課題に迅速かつ的確に対応できるもの 

③ 簡素で効率的なもの 

④ 責任の所在が明確なもの 

      (2) 楠町に置かれている行政委員会及び附属機関等は廃止するものとする。た 

だし、合併後の附属機関等の委員構成については、必要に応じて適切な措置 

を講じるものとする。 

 

 

 



１５ 一部事務組合等の取扱い 

   四日市市と楠町が加入している一部事務組合等については、四日市市として 

引き続き加入するものとする。 

   楠町のみが加入している一部事務組合等については、合併の日の前日をもっ 

て脱退するものとする。 

 

１６ 公共的団体等の取扱い 

   四日市市、楠町の区域内を主な活動範囲とする公共的団体等の取扱いについ 

ては、合併後の市の一体性が速やかに確立されるよう、それぞれの実情を尊重 

しながら、次のとおり調整に努めることとする。 

   (1) 目的が同一又は類似し、両市町に並存している団体は、合併時に統合する 

よう調整に努める。 

   (2) 統合に時間を要する団体は、将来統合するよう調整に努める。 

   (3) 独自の団体は、現行のとおりとする。 

 

１７ 使用料及び手数料等の取扱い 

   使用料、手数料等については、受益者負担のあり方、負担の公平性、あるい 

は財政状況を勘案しながら、次のとおり調整を図るものとする。 

   (1) 使用料等（保育料を含む）については、原則として四日市市の制度に統一 

する。ただし、四日市市と楠町で差異が大きいものについては、段階的に調 

整する。 

    なお、施設の使用料については、施設ごとの算定基準に基づきそれぞれ定 

める。 

   (2) 手数料については、四日市市と楠町のいずれかに統一する。 

 



１８ 補助金・交付金等の取扱い 

   各種団体等に交付している補助金・交付金等については、統一を図ることが 

望ましいものもあることから、過去の実績や実情に配慮した上で、次のとおり 

調整を図るものとする。 

  (1) 両市町における同一又は同種の補助金等については、合併時に統合するよ 

う調整する。 

  (2) 両市町独自の補助金等については、従来の実績を尊重し、市域全体の均衡 

を保つよう調整する。 

   なお、四日市市と楠町で差異が大きいものについては、段階的に調整する。 

 

１９ 町・字の区域及び名称の取扱い 

    四日市市と楠町の町・字の区域は、現行のとおりとする。 

  四日市市の町・字の名称については、現行のとおりとする。 

   楠町の町・字の名称については、現行から「大字」を削除した名称に変更す 

る。 

 

２０ 慣行の取扱い 

   (1) 市章については、四日市市の市章を適用する。 

(2) 市民憲章については、１市１町で内容が類似しており、四日市市の憲章を 

適用する。 

(3) 市の花・木については、四日市市の花「サルビア」と、両市町共通の木 

「くすのき」を適用する。 

    また、楠町の鳥「ゆりかもめ」を新たに市の鳥として適用する。 

(4) 都市宣言については、合併後、速やかに宣言の内容について検討する。 

 



２１ 消防団の取扱い 

   楠町の消防団の組織については、合併時に現行のまま四日市市に引き継ぎ、 

５年を目途に再編するものとする。 

   楠町の消防団員については、四日市市の消防団員として引き継ぐものとする。 

 

２２ 電子計算システムの取扱い 

   電子計算システムは、安全かつ適切な住民サービスの提供と行政内部事務の 

円滑な運用を確保するため、合併の期日までに四日市市のシステムへ統合する 

ことを基本とする。 

   各システムにおいては、合併に必要な改修とともに、再構築もあわせて検討 

する。 

 

２３ 自治会等の取扱い 

自治会等の組織については、合併後の市の一体性が速やかに確立されるよう、 

それぞれの実情を尊重しながら、調整に努めるものとする。 

 

２４ 各種事務事業の取扱い 

  ２４－１ 広報・広聴事業 

     広報・広聴事業については、行政情報の積極的な公開・提供により住民と 

の情報の共有を進めるとともに、住民のニーズを把握し行政に反映すること 

を基本とする。 

     なお、情報公開条例については、合併後、速やかに再編する。 

 

 

 



  ２４－２ 課税・納税事業 

     地方税の減免については、四日市市の制度を適用するものとする。 

     ただし、四日市市と楠町で適用範囲等が異なるものについては、速やかに 

見直しを行うものとする。 

 

  ２４－３ 水防事業 

     水防組織については、四日市市の水防組合に統一し、楠町の地区水防団を 

それぞれの水防組合支部とするものとする。また、合併後、楠町地域の水防 

資機材の整備を図る。 

 

  ２４－４ 社会福祉事業 

     社会福祉事業については、四日市市の制度を適用するものとする。 

     ただし、両市町でサービス水準の差異が大きい事業については、楠町の実 

情等を考慮し経過措置を講じるなど、調整を図るものとする。 

 

  ２４－５ 保健事業 

     保健事業については、四日市市の制度を適用するものとする。 

     ただし、楠町独自の事業や両市町でサービス水準の差異が大きい事業につ 

いては、楠町の実情等を考慮し経過措置を講じるなど、調整を図るものとす 

る。 

     なお、楠町保健センターについては、地域の保健事業の拠点として引き続 

き活用するものとする。 

 

 

 



  ２４－６ 障害者福祉事業 

     障害者福祉事業については、四日市市の制度を適用するものとする。 

     なお、楠町の障害者計画については、現行のまま四日市市へ引き継ぎ、合 

併後、速やかに統一する。 

 

  ２４－７ 高齢者福祉事業 

     高齢者福祉事業については、四日市市の制度を適用するものとする。 

     なお、楠町の老人保健福祉計画については、現行のまま四日市市へ引き継 

ぎ、第４次高齢者保健福祉計画（平成１８～２２年度）において統一する。 

 

  ２４－８ 介護保険事業 

     介護保険事業については、四日市市の制度を適用するものとする。 

     なお、楠町の介護保険事業計画については、現行のまま四日市市へ引き継 

ぎ、第３次介護保険事業計画（平成１８～２２年度）において統一する。 

     また、第１号被保険者の介護保険料基準額については、それぞれの制度を 

適用し､第３次介護保険事業計画の初年度に統一する。 

 

  ２４－９ 児童福祉事業 

     児童福祉事業については、四日市市の制度を適用するものとする。 

     ただし、楠町独自の事業や両市町でサービス水準の差異が大きい事業につ 

いては、楠町の実情等を考慮し経過措置を講じるなど、調整を図るものとす 

る。 

     なお、児童福祉計画（エンゼルプラン）については、四日市市の計画を現 

行のまま引き継ぐ。 

 



  ２４－１０ 保育事業 

     保育事業については、少子化が進む中、多様な保育ニーズに対応するとと 

もに、保育環境の充実を図っていくことを基本とし、四日市市の制度を適用 

するものとする。 

     なお、保育料については、楠町の実情等を考慮し、２年間を目途に四日市 

市の制度に統一することとし、それまでの間、段階的に調整する。 

 

  ２４－１１ 国民健康保険事業 

     国民健康保険事業については、合併時それぞれの制度を適用し、次年度よ 

り四日市市の制度を適用するものとする。 

     なお、四日市市の制度を適用することにより著しい保険料の増加が生じる 

場合は、５年間段階的に経過措置を講じる。 

 

  ２４－１２ 人権関係事業 

        人権関係事業については、住民と行政が一体となって、すべての人が人と 

して尊重される明るく住みよい人権尊重都市を実現するための取組を推進し 

ていくものとする。 

     なお、人権にかかる条例については、両市町のこれまでの取組が基本的に 

同じ考え方で進められており、四日市市の条例を適用する。 

  

  ２４－１３ 廃棄物処理事業 

    (1) ごみの分別区分及び収集回数については、合併後、速やかに再編するも 

のとする。ただし、収集体制については、それぞれの制度を適用する。 

(2) 両市町の廃棄物処理施設については、それぞれの施設に応じて次のとお 

り調整するものとする。 



     ① 焼却施設については、５年を目途に四日市市の施設に統合を図る。 

     ② 再生資源化施設については、２年を目途に楠町の施設に統合を図る。 

     ③ し尿処理施設については、２年を目途に四日市市の施設に統合を図る。 

    (3) ごみ処理手数料及び粗大ごみ処理手数料については、四日市市の制度を 

適用するものとする。 

      また、一般廃棄物（し尿）処理手数料については、合併後、速やかに制 

度の見直しを行うものとする。 

 

  ２４－１４ 農林水産事業 

        農林水産事業については、四日市市の制度を適用するものとする。 

     ただし、楠町で独自に実施している施策等については、楠町の実情等を考 

慮し経過措置を講じるなど、調整を図るものとする。 

 

  ２４－１５ 商工・観光事業 

     商工・観光事業については、四日市市の制度を適用するものとする。 

     ただし、楠町で独自に実施している施策等については、楠町の実情等を考 

慮し経過措置を講じるなど、調整を図るものとする。 

 

  ２４－１６ 建設・都市計画事業 

     楠町の都市計画マスタープラン及び都市計画の指定については、合併時に 

現行のまま四日市市へ引き継ぎ、その後、調整を行うものとする。 

     ただし、楠町地域の生産緑地の指定については、合併後、速やかに地区指 

定を行う。 

 

 



  ２４－１７ 上下水道事業 

      (1) 上水道事業については、水質の保全と安定供給を基本とし、統合を図る 

ものとする。 

     ① 水道料金及び給水分担金（加入金）については、２年間を目途にそれ 

ぞれの制度を適用し、その後四日市市の制度に統一する。 

     ② 配水管負担金については、四日市市の制度を適用する。 

(2) 下水道事業については、公共下水道により水洗化を促進するとともに、 

雨水対策を推進することを基本とし、統合を図るものとする。 

①  会計処理方法については、四日市市の制度を適用する。 

② 下水道使用料については、四日市市の制度を適用する。 

③ 受益者負担金については、それぞれ現行の制度を適用する。 

 

  ２４－１８ 学校教育事業 

     学校教育事業については、一人ひとりの個性や能力を尊重し、生きる力を 

育むことを基本とする。 

     なお、下記の事項については、次のとおり調整するものとする。 

         (1)  小・中学校の通学区域については、現行のとおりとする。 

(2)  幼稚園の保育時間及び学級編制については、それぞれの制度を適用し、 

５年を目途に調整する。なお、楠町の幼稚園の通園区域については、現行 

の制度を適用し、５年を目途に四日市市の制度に統一する。 

    (3)  幼稚園の使用料については、５年間を目途に四日市市の制度に統一する 

こととし、それまでの間、段階的に調整する。 

(4)  小学校の給食については、四日市市の制度に統一する。また、幼稚園・ 

中学校の給食については、それぞれの制度を継続し、５年を目途に調整す 

る。 



  ２４－１９ 社会教育事業 

        社会教育事業については、一人ひとりが生涯を通じ、自己を高め、ゆとり 

と生きがいをもって生活できる環境づくりを行うことを基本とし、四日市市 

の制度を適用するものとする。 

      ただし、楠町独自に実施している事業等については、楠町の実情等を考慮 

し調整を図るものとする。 

     なお、楠町中央公民館の施設については、地域の公民館活動の場として活 

用する。 

 

  ２４－２０ その他の事業 

    (1)  総合計画については、楠町の総合計画を現行のまま四日市市に引き継ぎ、 

合併後、両市町の総合計画を踏まえ、新たに策定するものとする。 

(2)  名誉市町民及び表彰については、四日市市の制度を適用するものとする。 

(3)  中核市の指定については、合併後、早期の実現を目指すものとする。 

    (4)  交通災害共済制度については、四日市市の制度を適用するものとする。 

なお、三重県交通災害共済制度の既加入者は、その制度の適用を受ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

この協定の締結を証するため、ここに調印する。 
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